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2／社会保険あきた／29年4･5月

秋田県社会保険協会からのお知らせ

〈社会保険事務講習会〉

　一般財団法人秋田県社会保険協会理事会・
評議員会が去る３月17日に秋田市内で開催
され、平成29年度事業計画案と収支予算案
が承認されました。主な事業計画は次のとお
りです。

(1) 広報活動を実施する。
　①広報誌「社会保険あきた」を隔月発行する。
　②社会保険関係の参考図書を配布し、制度の周知
　　を図る。
　③年金委員及び健康保険委員設置事業所に対し、
　　「月刊社会保険」を配付する。
(2) 社会保険等新任担当者事務説明会及び、年金・
　　健康保険制度別事務説明会を開催する。
(3) 年金相談等について協力連携に努める。
(4) 生活習慣病予防健診・特定健診の受診勧奨につ
　　いての広報を実施する。

(1) 健康管理意識の向上に資するため、事業所等に
　　おいて講習会を実施し従業員の健康づくりをサ
　　ポートする。
(2) 体育活動として各種球技大会等を実施する。
(3) 健康づくり事業等社会保険協会事業に積極的に協
　　力いただいている優良事業所の表彰を実施する。
(4) 健康管理セミナー・ライフセミナーを開催する。

　秋田県社会保険委員会連合会及び各地区社会保険
委員会の活動を支援する。

社会保険関係団体等への活動支援社会保険関係団体等への活動支援社会保険関係団体等への活動支援

事業計画案・予算案を承認

保険・年金セミナーを開催
　一般財団法人秋田県社会保険協会では、平
成２８年度事業として２月に秋田・鷹巣・大
曲・本荘の４会場において「社会保険事務講
習会」を開催しました。
　社会保険事務を担当されている方を主な対
象として、講師は県内各年金事務所と社会保
険労務士にお願いしました。「年金受給の手
続や基礎知識」「退職後の雇用保険と医療保
険」というタイトルで年金の受給手続や健康
保険及び雇用保険制度のしくみについて、実
例をあげながらのわかりやすい説明で好評で
した。
　全会場で実施したアンケートの結果を踏ま
え、更に充実した講習会を企画してまいりま
す。是非、ご参加ください。
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全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ

②新規健康経営宣言事業所をご紹介します

®
①「健康経営宣言」にエントリーしてくださる事業所様を募集しています

　従業員の健康を重要な経営資源と考え、積極的に健康増進を図ることが、従
業員の活力や生産性が上昇し、結果的に企業の業績向上やイメージアップにつ
ながるという概念を「健康経営」といいます。
　協会けんぽではこの健康経営に取り組む事業所様をサポートしていきます！
ぜひ「健康経営宣言」にエントリーしてください！
（詳しくは下記「お問い合わせ先」までご連絡ください。）

社会保険関係団体等への活動支援
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全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ
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！
「被扶養者調書兼異動届（削除用）」の「控」の返送には事務処理上日数を要します。国民健康保険の
手続き等で「控」の返送をお急ぎの場合は、年金機構の様式の「被扶養者（異動）届」を秋田事務セン
ターへ直接郵送ください。

A3.

7,610

おトクでお手軽な「特定健診」を受けましょう！

Q3.

Q2.

Q1.
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日本年金機構からのお知らせ
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日本年金機構からのお知らせ
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学生の国民年金加入と保険料の支払いについて

Ｑ 　私は今年20歳になる学生ですが、20歳になると国民年金
に加入して保険料を納付しなければいけないのでしょうか?

Ａ　　　　国民年金は、年をとったときやいざというとき　　　の生活を、現役世代みんなで支えようという考え
で作られた仕組みです。日本にお住まいの20歳以上60
歳未満のすべての方は、国民年金に加入して保険料を納
付することが法律で義務付けられています。
　加入手続きは…20歳になる誕生日前日より14日以内
にお住まいの市役所または町村役場の国民年金担当窓口
に「国民年金被保険者資格取得届書」を提出します。窓
口に来ることが出来ない場合は、郵送による手続きも可
能です。
　保険料の支払いについて…国民年金への加入手続き後、
納付書が送付されます。平成29年度は月額16,490円
（平成28年度は月額16,260円）です。銀行・郵便局等
金融機関、及びコンビニエンスストアにて納付が可能で
す。その他別途手続きが必要になりますが口座振替、ク
レジットカードの利用や、インターネットバンキング・
モバイルバンキング・ATM・テレフォンバンキングを
使った電子納付なども可能です。
　納付が困難な方には…保険料を納めていただくことが
困難な場合には、国民年金保険料の免除制度があります。
　学生の方は学生納付特例制度をご利用ください。申請
時には学生証の写し、または在学証明書の原本を添付し

てください。承認されると保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例の承認を受けた期間は年金を受け取るため
の期間として計算されますが、受け取る年金額には反映
されません。ただし、最大10年以内であれば、後から保
険料を納めて将来の年金額を増やすことが出来ます（追
納と言います）。追納を希望する場合には年金事務所へ
お申込みください（納付する時期によっては加算額が上
乗せされます）。
　国民年金のメリットは…年をとった時の老齢基礎年金
は生きている限り年金が受け取れる一生涯の保障で、老
後の生活のサポートとなります。また、老齢基礎年金の
2分の1が税金で賄われているため、支払った保険料を上
回る給付を受けることが出来る計算となっています。ま
た、加入者がけがや病気により障害が残った時には障害
基礎年金、亡くなられた時にはその遺族に遺族基礎年金
が支給されます。
　さらに、納めた保険料は確定申告の際に全額が「社会
保険料控除」として認められています。
　ただし、保険料を未納のままにしていると、老齢基礎
年金や、いざという時に障害基礎年金、遺族年金を受け
ることが出来なくなる場合があります。保険料を納付す
るか、学生納付特例を忘れずに申請してください。

「
健
康
第
一
」
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第170回　咳喘息（せきぜんそく）ご存知ですか?
　風邪は治ったのに咳が続く、咳止めを飲んでも治まらない。呼吸は苦しくな
いけど咳だけが長引いてる方、もしかして咳喘息（せきぜんそく）かもしれま
せん。放置していると本格的なぜんそくに移行する可能性もあります。今回は
その症状などをご紹介します。

★ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル

★ねんきんダイヤル（年金全般に関する相談）

年金についての相談やお問い合わせ先

平成29年５月 平成29年６月
日 月 火 水 木 金 土

保険料の納期内納入にご協力ください保険料の納期内納入にご協力ください 月末には社会保険料振替口座の残高確認を
お願いします。

休日・夜間の年金相談窓口をご利用ください

一般財団法人秋田県社会保険協会

日 月 火 水 木 金 土
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◆８週間以上続いている
◆一般のせき止め薬が効きにくい
◆夜間から明け方に強く出やすい
◆ぜい鳴や呼吸困難を伴わない
◆季節の変わり目に症状が出やすい

◆マスクを着用し、風邪など感染症にかか
　らないようにする
◆たばこは吸わない、煙に近づかない
◆酒を飲みすぎない
◆ハウスダストなどのアレルギー物質を生
　活環境から取り除く

注意点：ひとまず症状が治まった段階で治ったと勘違いして、すぐに薬をやめ、ぶり返す人も多い。
放置して気管支ぜんそくに移行すると大きな発作につながり、命にもかかわります。専門医に相談し
ましょう。

気道を刺激する物質（ハウスダストやたばこ
の煙など）や風邪などのウイルスが入り込む

　→気道の粘膜に炎症が起きる
　→修復されても炎症と修復が繰り返される
　→気管支平滑筋が肥大化
　→気道がだんだん狭くなり、元にもどらない
　→わずかな刺激にも敏感に反応
　→ぜんそく発作ヘ

①せきぜんそくの主な症状

③日ごろから悪化させないために…

◆気管支拡張薬（狭くなった気道を広げる）
◆吸入ステロイド（気道の炎症を抑える）

④治療には…

②症状のメカニズム


